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キリスト者による狭⼭要請⾏動 要請⽂ 

狭⼭事件の第三次再審請求で狭⼭事件再審弁護団が請求する 11 ⼈の鑑定⼈尋問と 
万年筆インクに関わる鑑定を速やかに実施するように求めます 

 
 1. 新規かつ明⽩な証拠の意義： 
 狭⼭弁護団が 2006 年 5 ⽉ 23 ⽇、第 3 次再審請求を東京⾼裁に申し⽴て 16 年が経過しています。冤罪の再審
を申し⽴てている⽯川⼀雄さんはすでに 84 歳です。これまでに⽯川さんの無実を証明する証拠 257 点が東京⾼
裁に提出されています。 
 スコップに付着した⼟についての鑑定、脅迫状を書いたとされる筆跡の鑑定などは、無視してはならない証拠
です。特に蛍光 X 線分析で、⽯川さんの家から発⾒された万年筆は被害者のものではないことを科学的に証明し
たことは画期的な新証拠です。この鑑定は誰もが認める科学分析によって⾏われているからこそ再審に関して決
定的に⼤きな意味があります。 
 
 2. キリスト者と部落問題： 
 本⽇、キリスト教団体・教派代表による「キリスト者による狭⼭要請⾏動」として東京⾼裁にまいりました。
私たちキリスト者は、2016 年の部落差別解消推進法の趣旨を踏まえ、それぞれのキリスト教団体・教派で部落差
別をなくす教育啓発、相談、調査研究などに取り組んでいます。蛍光 X 線分析を⾏った下⼭第 2 鑑定など 257 点
の証拠が⽯川さんの無実を⽰すことは明らかですが、狭⼭事件は単なる冤罪ではなく、部落差別に基づく冤罪で
あるという観点からも取り組んでまいりました。 
 
 3. 事実調べの意義と要請事項： 
 狭⼭事件では 1974 年の無期懲役の判決以来およそ半世紀もの間、⼀度も事実調べがおこなわれていないこと
は裁判所の義務不履⾏、怠慢です。新規かつ明⽩な証拠が出された以上、事実調べをすべきです。憲法で保障さ
れた公正・公平な裁判の精神に⽴って、狭⼭事件再審弁護団が 2022 年 8 ⽉に請求した 11 ⼈の鑑定⼈尋問と万
年筆インクに関わる鑑定を東京⾼等裁判所が速やかに実施するように求めます。  


